
告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
九
十
六
号 

 
ふ
る
さ
と
埼
玉
の
緑
を
守
り
育
て
る
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
第
七
条
第 

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
地
域
を
ふ
る
さ
と
の
緑
の
景
観
地
と
し
て
指
定
し
た
い
の
で
、
同
条 

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

ふ
る
さ
と
の
緑
の
景
観
地
の
名
称
及
び
当
該
景
観
地
の
区
域
の
拡
張
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区 

 

域 

二 

ふ
る
さ
と
の
緑
の
景
観
地
の
区
域
の
拡
張
の
案
の
縦
覧
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
十
六
日
ま
で 

三 

ふ
る
さ
と
の
緑
の
景
観
地
の
区
域
の
拡
張
の
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

所
沢
市
環
境
ク
リ
ー
ン
部
み
ど
り
自
然
課 

所
沢
市
北
中
ふ
る
さ
と
の
緑

の
景
観
地 名 

 

称 

埼
玉
県
所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
五
丁
目
九
四
五
番
一 

区 
 

 
 

 

域 

222af73d3ac1f38f111bdb38768124ea


		Motohiro Ohno
	2025-12-01T15:30:42+0900
	日本
	2025-12-01 15:30:20 +09:00 JSTに承認しました


	



